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No.117 上乗せ徴収と実費徴収の違いを教えてください。

教育・保育を提供するための標準的な費用として定める公定価格（利用者負担額を含む）によって

賄われない費用については、実費徴収又は上乗せ徴収を行うことを検討していただくことになりま

す。（中略）

　上乗せ徴収は、教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について保護

者に負担を求めるもので、例えば、公定価格上の基準を超えた教員の配置や平均的な水準を超えた

施設整備など、公定価格では賄えない費用を賄うために徴収するものです。（略）

　実費徴収は、教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者に負担させ

ることが適当と認められるものであり、例えば、文房具代・制服代、遠足代・行事参加代、給食

代・食材費、通園バス代などがこれに該当すると考えられます。（後略）

資料⑤ 内閣府「自治体向けのFAQ【第17.2版】」（2019年3月29日）より抜粋

資料④ 岡山市の『教材費』の執行状況 2020・1・22岡山市資料 資料⑥ 自宅においてICT等を活用した学習活動を行う

不登校児童生徒の出席扱いにかかるフロー図 岡山市教委資料

そもそも、2020年当時、岡山市は、幼稚園の

公費負担に、画用紙などの日常保育資材は、

入っていないという認識だったのではないか。

※新制度発足は2015年

『学校復帰』が絶対条件のようにみえる。

文科省は、「現在において、学校への登校を希望してい

るか否かにかかわらず、」としている。


